
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文

目
次

○

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）

１

○

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

３

○

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
（
抄
）

８
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○

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）

（
内
部
部
局
）

第
七
条

省
に
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
官
房
及
び
局
を
置
く
。

２

前
項
の
官
房
又
は
局
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

庁
に
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
官
房
及
び
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

４

官
房
、
局
及
び
部
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

５

庁
、
官
房
、
局
及
び
部
（
そ
の
所
掌
事
務
が
主
と
し
て
政
策
の
実
施
に
係
る
も
の
で
あ
る
庁
と
し
て
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
実
施
庁
」
と
い
う
。
）
並
び
に

こ
れ
に
置
か
れ
る
官
房
及
び
部
を
除
く
。
）
に
は
、
課
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
室
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
こ

れ
を
定
め
る
。

６

実
施
庁
並
び
に
こ
れ
に
置
か
れ
る
官
房
及
び
部
に
は
、
政
令
の
定
め
る
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
課
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
室
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら

の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
省
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

７

委
員
会
に
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
務
局
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
事
務
局
の
内
部
組
織
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準

用
す
る
。

８

委
員
会
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
務
総
局
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
務
次
官
及
び
庁
の
次
長
等
）

第
十
八
条

各
省
に
は
、
事
務
次
官
一
人
を
置
く
。

２

事
務
次
官
は
、
そ
の
省
の
長
で
あ
る
大
臣
を
助
け
、
省
務
を
整
理
し
、
各
部
局
及
び
機
関
の
事
務
を
監
督
す
る
。

３

各
庁
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
長
官
を
助
け
、
庁
務
を
整
理
す
る
職
と
し
て
次
長
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
設
置
及
び
定
数
は
、
政

令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

４

各
省
及
び
各
庁
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
総
括
整
理
す
る
職
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
設
置
、
職
務
及
び

定
数
は
、
法
律(

庁
に
あ
つ
て
は
、
政
令)

で
こ
れ
を
定
め
る
。

（
内
部
部
局
の
職
）

第
二
十
一
条

委
員
会
の
事
務
局
並
び
に
局
、
部
、
課
及
び
課
に
準
ず
る
室
に
、
そ
れ
ぞ
れ
事
務
局
長
並
び
に
局
長
、
部
長
、
課
長
及
び
室
長
を
置
く
。

２

官
房
に
は
、
長
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
設
置
及
び
職
務
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

３

局
、
部
又
は
委
員
会
の
事
務
局
に
は
、
次
長
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
設
置
、
職
務
及
び
定
数
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

４

官
房
、
局
若
し
く
は
部
（
実
施
庁
に
置
か
れ
る
官
房
及
び
部
を
除
く
。
）
又
は
委
員
会
の
事
務
局
に
は
、
そ
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
総
括
整
理
す
る
職
又
は
課
（
課
に
準

ず
る
室
を
含
む
。
）
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
の
能
率
的
な
遂
行
の
た
め
こ
れ
を
所
掌
す
る
職
で
課
長
に
準
ず
る
も
の
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
設
置
、
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職
務
及
び
定
数
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。
官
房
又
は
部
を
置
か
な
い
庁
（
実
施
庁
を
除
く
。
）
に
こ
れ
ら
の
職
に
相
当
す
る
職
を
置
く
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

５

実
施
庁
に
置
か
れ
る
官
房
又
は
部
に
は
、
政
令
の
定
め
る
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
総
括
整
理
す
る
職
又
は
課
（
課
に
準
ず
る
室
を
含
む
。
）

の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
の
能
率
的
な
遂
行
の
た
め
こ
れ
を
所
掌
す
る
職
で
課
長
に
準
ず
る
も
の
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
設
置
、
職
務
及
び
定
数
は
、

省
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。
官
房
又
は
部
を
置
か
な
い
実
施
庁
に
こ
れ
ら
の
職
に
相
当
す
る
職
を
置
く
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
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○

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

目
次第

一
章

本
省

第
一
節

秘
書
官
（
第
一
条
）

第
二
節

内
部
部
局
等

第
一
款

大
臣
官
房
及
び
局
並
び
に
政
策
統
括
官
及
び
国
際
統
括
官
の
設
置
等
（
第
二
条
―
第
十
七
条
の
二
）

第
二
款

特
別
な
職
の
設
置
等
（
第
十
八
条
―
第
二
十
一
条
）

第
三
款

課
の
設
置
等

第
一
目

大
臣
官
房
（
第
二
十
二
条
―
第
三
十
五
条
）

第
二
目

総
合
政
策
局
（
第
三
十
六
条
―
第
六
十
一
条
）

第
三
目

国
土
政
策
局
（
第
六
十
二
条
―
第
六
十
九
条
）

第
四
目

不
動
産
・
建
設
経
済
局
（
第
七
十
条
―
第
八
十
一
条
）

第
五
目

都
市
局
（
第
八
十
二
条
―
第
九
十
条
）

第
六
目

水
管
理
・
国
土
保
全
局
（
第
九
十
一
条
―
第
百
四
条
）

第
七
目

道
路
局
（
第
百
五
条
―
第
百
十
三
条
）

第
八
目

住
宅
局
（
第
百
十
四
条
―
第
百
二
十
一
条
）

第
九
目

鉄
道
局
（
第
百
二
十
二
条
―
第
百
二
十
九
条
の
二
）

第
十
目

自
動
車
局
（
第
百
三
十
条
―
第
百
三
十
九
条
）

第
十
一
目

海
事
局
（
第
百
四
十
条
―
第
百
五
十
六
条
）

第
十
二
目

港
湾
局
（
第
百
五
十
七
条
―
第
百
六
十
三
条
）

第
十
三
目

航
空
局
（
第
百
六
十
四
条
―
第
百
八
十
一
条
）

第
十
四
目

北
海
道
局
（
第
百
八
十
二
条
―
第
百
八
十
九
条
）

第
十
五
目

政
策
統
括
官
（
第
百
九
十
条
）

第
三
節

審
議
会
等
（
第
百
九
十
一
条
）

第
四
節

施
設
等
機
関
（
第
百
九
十
二
条
―
第
二
百
五
条
）

第
五
節

地
方
支
分
部
局

第
一
款

地
方
整
備
局
（
第
二
百
六
条
―
第
二
百
八
条
）

第
二
款

北
海
道
開
発
局
（
第
二
百
九
条
―
第
二
百
十
一
条
）

第
三
款

地
方
運
輸
局
（
第
二
百
十
二
条
―
第
二
百
十
六
条
）
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第
四
款

地
方
航
空
局
（
第
二
百
十
七
条
・
第
二
百
十
八
条
）

第
五
款

航
空
交
通
管
制
部
（
第
二
百
十
九
条
・
第
二
百
二
十
条
）

第
二
章

外
局

第
一
節

観
光
庁

第
一
款

特
別
な
職
（
第
二
百
二
十
一
条
・
第
二
百
二
十
二
条
）

第
二
款

内
部
部
局
（
第
二
百
二
十
三
条
―
第
二
百
二
十
四
条
の
十
）

第
二
節

気
象
庁

第
一
款

特
別
な
職
（
第
二
百
二
十
五
条
）

第
二
款

内
部
部
局
（
第
二
百
二
十
六
条
―
第
二
百
三
十
三
条
）

第
三
款

施
設
等
機
関
（
第
二
百
三
十
四
条
―
第
二
百
三
十
九
条
）

第
四
款

地
方
支
分
部
局
（
第
二
百
四
十
条
―
第
二
百
四
十
二
条
）

第
三
節

運
輸
安
全
委
員
会
事
務
局

第
一
款

特
別
な
職
（
第
二
百
四
十
三
条
）

第
二
款

内
部
部
局
（
第
二
百
四
十
三
条
の
二
―
第
二
百
四
十
三
条
の
九
）

第
四
節

海
上
保
安
庁

第
一
款

特
別
な
職
（
第
二
百
四
十
四
条
・
第
二
百
四
十
五
条
）

第
二
款

内
部
部
局
（
第
二
百
四
十
六
条
―
第
二
百
五
十
三
条
）

第
三
款

施
設
等
機
関
（
第
二
百
五
十
四
条
―
第
二
百
五
十
七
条
）

第
四
款

地
方
支
分
部
局
（
第
二
百
五
十
八
条
・
第
二
百
五
十
九
条
）

附
則

第
二
款

内
部
部
局

（
部
の
設
置
）

第
二
百
二
十
六
条

気
象
庁
に
、
次
の
五
部
を
置
く
。

総
務
部

予
報
部

観
測
部

地
震
火
山
部

地
球
環
境
・
海
洋
部
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（
総
務
部
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
二
十
七
条

総
務
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二

長
官
の
官
印
及
び
庁
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三

公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

五

気
象
庁
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

六

気
象
庁
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

七

気
象
庁
の
行
政
の
考
査
に
関
す
る
こ
と
。

八

気
象
庁
の
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

九

気
象
庁
の
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

十

気
象
庁
の
所
掌
に
係
る
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

法
令
案
そ
の
他
の
公
文
書
類
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

気
象
庁
の
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

気
象
庁
所
属
の
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

気
象
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

気
象
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
政
策
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

気
象
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

気
象
業
務
に
関
連
す
る
技
術
に
関
す
る
研
究
及
び
開
発
並
び
に
こ
れ
ら
の
助
成
並
び
に
気
象
業
務
に
関
連
す
る
技
術
に
関
す
る
指
導
及
び
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

宇
宙
の
開
発
に
関
す
る
大
規
模
な
技
術
開
発
で
あ
っ
て
、
気
象
業
務
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

気
象
業
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

国
立
国
会
図
書
館
支
部
気
象
庁
図
書
館
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

交
通
政
策
審
議
会
気
象
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

気
象
、
地
象
（
地
震
に
あ
っ
て
は
、
発
生
し
た
断
層
運
動
に
よ
る
地
震
動
（
第
二
百
三
十
条
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
地
震
動
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
、
津

波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
の
予
報
業
務
並
び
に
気
象
の
観
測
の
成
果
を
無
線
通
信
に
よ
り
発
表
す
る
業
務
に
関
す
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三

気
象
予
報
士
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四

民
間
気
象
業
務
支
援
セ
ン
タ
ー
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
気
象
庁
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
予
報
部
の
所
掌
事
務
）
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第
二
百
二
十
八
条

予
報
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

気
象
、
地
象
（
地
震
及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
）
及
び
水
象
の
予
報
及
び
警
報
に
関
す
る
こ
と
（
他
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

気
象
通
信
に
関
す
る
こ
と
。

三

気
象
、
地
象
及
び
水
象
の
観
測
の
成
果
及
び
情
報
の
速
報
に
関
す
る
こ
と
。

（
観
測
部
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
二
十
九
条

観
測
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

気
象
、
地
象
（
地
震
及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
）
、
地
球
磁
気
、
地
球
電
気
及
び
陸
水
象
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る

射
に
関
す
る
観
測
並
び
に
そ
の
成
果
の

輻
ふ
く

(
)

収
集
及
び
発
表
に
関
す
る
こ
と
（
地
球
環
境
・
海
洋
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

気
象
、
地
象
（
地
震
及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
）
及
び
陸
水
象
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
発
表
に
関
す
る
こ
と
（
地
球
環
境
・
海
洋
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

三

気
象
衛
星
を
利
用
し
て
行
う
気
象
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
他
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

気
象
測
器
そ
の
他
の
測
器
に
関
す
る
こ
と
（
地
震
火
山
部
及
び
地
球
環
境
・
海
洋
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
地
震
火
山
部
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
三
十
条

地
震
火
山
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

地
震
動
、
火
山
現
象
及
び
津
波
の
予
報
及
び
警
報
に
関
す
る
こ
と
。

二

地
震
、
火
山
現
象
及
び
地
動
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
輻
射
に
関
す
る
観
測
並
び
に
そ
の
成
果
の
収
集
及
び
発
表
に
関
す
る
こ
と
。

三

地
震
及
び
火
山
現
象
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
発
表
に
関
す
る
こ
と
。

四

地
震
、
火
山
現
象
及
び
地
動
に
関
す
る
測
器
に
関
す
る
こ
と
。

（
地
球
環
境
・
海
洋
部
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
三
十
一
条

地
球
環
境
・
海
洋
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

気
象
庁
の
所
掌
事
務
の
う
ち
地
球
環
境
に
係
る
気
象
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

気
候
の
予
報
に
関
す
る
こ
と
。

三

前
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
し
必
要
な
地
象
（
地
震
及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
）
及
び
水
象
の
予
報
に
関
す
る
こ
と
。

四

気
候
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
発
表
に
関
す
る
こ
と
。

五

海
上
気
象
及
び
海
水
象
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
輻
射
に
関
す
る
観
測
並
び
に
そ
の
成
果
の
収
集
及
び
発
表
に
関
す
る
こ
と
。

六

大
気
中
に
お
け
る
オ
ゾ
ン
の
分
布
及
び
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
そ
の
他
の
地
球
の
全
体
又
は
そ
の
広
範
な
部
分
に
影
響
を
及
ぼ
す
気
象
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地

球
的
規
模
の
気
象
」
と
い
う
。
）
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
輻
射
に
関
す
る
観
測
並
び
に
そ
の
成
果
の
収
集
及
び
発
表
に
関
す
る
こ
と
。
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七

海
上
気
象
、
海
水
象
及
び
地
球
的
規
模
の
気
象
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
発
表
に
関
す
る
こ
と
。

八

第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
海
面
水
温
並
び
に
海
流
及
び
海
氷
の
状
況
の
予
報
に
関
す
る
こ
と
。

九

気
象
庁
に
所
属
す
る
観
測
船
に
関
す
る
こ
と
。

十

離
島
に
お
け
る
気
象
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
他
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
一

海
水
象
並
び
に
地
球
的
規
模
の
気
象
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
輻
射
に
関
す
る
気
象
測
器
そ
の
他
の
測
器
に
関
す
る
こ
と
。

（
気
象
庁
の
課
等
の
数
）

第
二
百
三
十
三
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
に
置
く
課
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
室
に
係
る
国
家
行
政
組
織
法
第
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
の
定
め
る
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

部

数

総
務
部

四

予
報
部

四

観
測
部

三

地
震
火
山
部

四

地
球
環
境
・
海
洋
部

三

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
に
置
く
課
長
に
準
ず
る
職
に
係
る
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
の
定
め
る
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

部

数

総
務
部

二
人

地
球
環
境
・
海
洋
部

一
人
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○

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
（
抄
）

（
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
）

第
十
二
条

法
第
百
六
条
の
四
第
一
項
の
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
国
の
機
関
若
し
く
は
部
局(

以
下
「
国
の
機
関
等
」
と
い
う
。)

で
あ
っ
て
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
属
す
る
職
員
で
あ
っ

た
場
合(

再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
当
該
国
の
機
関
等
以
外
の
国
の
機
関
等
に
属
す
る
職
員
で
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
国
の
機
関
等
が
所
掌
し
て
い
た
事

務
を
同
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
等
が
所
掌
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
当
該
同
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
等
に
属
す
る
職
員
で
あ
っ
た
も
の

と
み
な
す
。)

又
は
離
職
前
五
年
間
に
同
欄
に
掲
げ
る
職
に
就
い
て
い
た
場
合(

再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
当
該
職
以
外
の
職
に
就
い
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
職
の
職
務
を
同
欄
に
掲
げ
る
職
に
就
い
て
い
る
者
が
担
当
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
当
該
同
欄
に
掲
げ
る
職
に
就
い
て
い
た
も
の
と

み
な
す
。)

同
表
の
当
該
国
の
機
関
等
又
は
当
該
職
の
項
下
欄
に
掲
げ
る
も
の

二

再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
が
所
掌
す
る
事
務
を
総
括
整
理
す
る
官
房
総
括
整
理
職
等(

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

が

置
か
れ
て
い
る
場
合

当
該
官
房
総
括
整
理
職
等(

当
該
局
等
組
織
に
置
か
れ
る
も
の
を
除
く
。)

に
就
い
て
い
る
職
員

イ

国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
一
条
第
四
項
前
段
に
規
定
す
る
総
括
整
理
す
る
職
又
は
同
条
第
五
項
前
段
に
規
定
す
る
総
括
整
理
す
る
職

ロ

内
閣
官
房
の
内
閣
総
務
官
室
に
置
か
れ
る
公
文
書
監
理
官

ハ

内
閣
法
制
局
設
置
法
施
行
令(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
号)

第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
文
書
監
理
官

ニ

人
事
院
の
事
務
総
局
に
置
か
れ
る
総
括
審
議
官
、
公
文
書
監
理
官
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
又
は
政
策
立
案
参
事
官

ホ

内
閣
府
設
置
法
第
十
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
総
括
整
理
す
る
職
又
は
同
法
第
六
十
三
条
第
四
項
前
段
に
規
定
す
る
総
括
整
理
す
る
職

ヘ

宮
内
庁
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号)

第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
総
括
整
理
す
る
職

ト

公
正
取
引
委
員
会
の
事
務
総
局
に
置
か
れ
る
官
房
に
置
か
れ
る
総
括
審
議
官
、
政
策
立
案
総
括
審
議
官
、
審
議
官
、
公
文
書
監
理
官
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

・
情
報
化
参
事
官
又
は
参
事
官

チ

警
察
法(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
総
括
整
理
す
る
職

リ

会
計
検
査
院
の
事
務
総
局
に
置
か
れ
る
官
房
に
置
か
れ
る
総
括
審
議
官
、
公
文
書
監
理
官
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
又
は
審
議
官

三

再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
官
房
総
括
整
理
職
等
又
は
旧
官
房
総
括
整
理
職(

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
就
い
て
い
た
場
合

当
該
再
就
職
者

が
当
該
官
房
総
括
整
理
職
等
又
は
当
該
旧
官
房
総
括
整
理
職
に
就
い
て
い
た
時
に
総
括
整
理
し
て
い
た
事
務
を
所
掌
す
る
局
等
組
織(

当
該
再
就
職
者
が
こ
れ
ら
の
職

に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
を
除
く
。)

に
属
す
る
役
職
員

イ

国
家
行
政
組
織
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
号)

に
よ
る
改
正
前
の
国
家
行
政
組
織
法(

次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
第
二
項

第
一
号
に
お
い
て
「
旧
国
家
行
政
組
織
法
」
と
い
う
。)

第
十
九
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
総
括
整
理
す
る
職

ロ

会
計
検
査
院
の
事
務
総
局
に
置
か
れ
る
官
房
に
置
か
れ
て
い
た
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
参
事
官

四

再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
就
い
て
い
た
職
が
廃
止
さ
れ
た
場
合

当
該
再
就
職
者
が
当
該
職
に
就
い
て
い
た
時
に
担
当
し
て
い
た
職
務
を
担
当
し
て
い
る
役
職
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員
が
属
す
る
局
等
組
織(

当
該
再
就
職
者
が
当
該
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
を
除
く
。)

に
属
す
る
役
職
員
又
は
当
該
局
等
組
織
が
所
掌
す
る
事

務
を
総
括
整
理
す
る
官
房
総
括
整
理
職
等
に
就
い
て
い
る
職
員

（
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
）

第
十
四
条

法
第
百
六
条
の
四
第
二
項
の
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
長
若
し
く
は
課
長
の
職
又
は
前
条
で
定
め
る
職(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
部
課
長
等
の
職
」
と
い
う
。)

に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
国
の
機
関
等
で
あ
っ
て
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
属
す
る
職
員

で
あ
っ
た
場
合(

再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
当
該
国
の
機
関
等
以
外
の
国
の
機
関
等
に
属
す
る
職
員
で

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
国
の
機
関
等
が
所
掌
し
て
い
た
事
務
を
同
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
等
が
所
掌
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五

年
前
の
日
よ
り
前
に
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
当
該
同
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
等
に
属
す
る
職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。)

又
は
離
職
し
た
日
の
五
年

前
の
日
よ
り
前
に
同
欄
に
掲
げ
る
職
に
就
い
て
い
た
場
合(

再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
当
該
職
以
外
の
職
に
就
い
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
職
の
職
務
を
同
欄
に
掲
げ
る
職
に
就
い
て
い
る
者
が
担
当
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
当
該
同
欄
に
掲
げ
る
職

に
就
い
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。)

同
表
の
当
該
国
の
機
関
等
又
は
当
該
職
の
項
下
欄
に
掲
げ
る
も
の

二

再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
が
所
掌
す
る
事
務
を
総
括
整
理
す
る
官
房
総
括

整
理
職
等
が
置
か
れ
て
い
る
場
合

当
該
官
房
総
括
整
理
職
等(

当
該
局
等
組
織
に
置
か
れ
る
も
の
を
除
く
。)

に
就
い
て
い
る
職
員

三

再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
官
房
総
括
整
理
職
等
又
は
旧
官
房
総
括
整
理
職
に
就
い
て
い
た
場
合

当
該
再
就
職
者
が
当
該
官
房
総
括
整
理

職
等
又
は
当
該
旧
官
房
総
括
整
理
職
に
就
い
て
い
た
時
に
総
括
整
理
し
て
い
た
事
務
を
所
掌
す
る
局
等
組
織(

当
該
再
就
職
者
が
こ
れ
ら
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在

職
し
て
い
た
局
等
組
織
を
除
く
。)

に
属
す
る
役
職
員

四

再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
就
い
て
い
た
部
課
長
等
の
職
が
廃
止
さ
れ
た
場
合

当
該
再
就
職
者
が
当
該
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時

に
担
当
し
て
い
た
職
務
を
担
当
し
て
い
る
役
職
員
が
属
す
る
局
等
組
織(

当
該
再
就
職
者
が
当
該
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
を
除

く
。)

に
属
す
る
役
職
員
又
は
当
該
局
等
組
織
が
所
掌
す
る
事
務
を
総
括
整
理
す
る
官
房
総
括
整
理
職
等
に
就
い
て
い
る
職
員

別
表
第
二
（
第
十
二
条
、
第
十
四
条
関
係
）

内
閣
法
制
局

内
閣
法
制
次
長

人
事
院

人
事
院
の
事
務
総
長

内
閣
府
本
府

内
閣
府
の
事
務
次
官

内
閣
府
審
議
官

宮
内
庁

宮
内
庁
次
長

公
正
取
引
委
員
会

公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
長

警
察
庁

警
察
庁
長
官

警
察
庁
の
次
長
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金
融
庁

金
融
庁
長
官

金
融
国
際
審
議
官

総
務
省

総
務
事
務
次
官

総
務
審
議
官

消
防
庁
消
防
大
学
校

消
防
庁
長
官

消
防
庁
の
次
長

消
防
庁
の
次
長

消
防
庁
消
防
大
学
校
の
職
員

法
務
省

法
務
事
務
次
官

出
入
国
在
留
管
理
庁
入
国
者
収
容
所

地
方
出
入
国
在
留
管
理
局

出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官

出
入
国
在
留
管
理
庁
の
次
長

出
入
国
在
留
管
理
庁
の
次
長

出
入
国
在
留
管
理
庁
入
国
者
収
容
所
又
は
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
の
職
員

公
安
調
査
庁
公
安
調
査
庁
研
修
所

公
安
調
査
局

公
安
調
査
庁
長
官

公
安
調
査
庁
の
次
長

公
安
調
査
庁
の
次
長

公
安
調
査
庁
公
安
調
査
庁
研
修
所
又
は
公
安
調
査
局
の
職
員

外
務
省

外
務
事
務
次
官

外
務
審
議
官

財
務
省

財
務
事
務
次
官

財
務
官

国
税
庁
税
務
大
学
校

国
税
不
服
審
判
所

国
税
局

沖
縄
国
税
事
務
所

国
税
庁
長
官

国
税
庁
の
次
長

国
税
庁
の
次
長

国
税
庁
税
務
大
学
校
、
国
税
不
服
審
判
所
、
国
税
局
又
は
沖
縄
国
税
事
務
所
の
職
員

文
部
科
学
省

文
部
科
学
事
務
次
官

文
部
科
学
審
議
官

日
本
芸
術
院

文
化
庁
長
官

文
化
庁
の
次
長

文
化
庁
の
次
長

日
本
芸
術
院
の
職
員

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
事
務
次
官

厚
生
労
働
審
議
官

医
務
技
監

農
林
水
産
省

農
林
水
産
事
務
次
官

農
林
水
産
審
議
官

林
野
庁
森
林
技
術
総
合
研
修
所

森
林
管
理
局

林
野
庁
長
官

林
野
庁
の
次
長

林
野
庁
の
次
長

林
野
庁
森
林
技
術
総
合
研
修
所
又
は
森
林
管
理
局
の
職
員

水
産
庁
漁
業
調
整
事
務
所

水
産
庁
長
官

水
産
庁
の
次
長

水
産
庁
の
次
長

水
産
庁
漁
業
調
整
事
務
所
の
職
員

経
済
産
業
省

経
済
産
業
事
務
次
官

経
済
産
業
審
議
官

国
土
交
通
省

国
土
交
通
事
務
次
官

技
監

国
土
交
通
審
議
官

気
象
庁
気
象
研
究
所

気
象
衛
星
セ
ン
タ
ー

高
層
気
象
台

地
磁
気
観

気
象
庁
長
官

気
象
庁
の
次
長

測
所

気
象
大
学
校

管
区
気
象
台

沖
縄
気
象
台

気
象
庁
の
次
長

気
象
庁
気
象
研
究
所
、
気
象
衛
星
セ
ン
タ
ー
、
高
層
気
象
台
、
地
磁
気
観
測
所
、
気
象
大
学

校
、
管
区
気
象
台
又
は
沖
縄
気
象
台
の
職
員

海
上
保
安
庁
海
上
保
安
大
学
校

海
上
保
安
学
校

管
区
海
上
保
安
本
部

海
上
保
安
庁
長
官

海
上
保
安
庁
の
次
長

海
上
保
安
監

海
上
保
安
庁
の
次
長

海
上
保
安
監

海
上
保
安
庁
海
上
保
安
大
学
校
、
海
上
保
安
学
校
又
は
管
区
海
上
保
安
本
部
の
職
員
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環
境
省

環
境
事
務
次
官

地
球
環
境
審
議
官

会
計
検
査
院

会
計
検
査
院
の
事
務
総
長

会
計
検
査
院
の
事
務
総
局
次
長


